
 

四街道市水道事業からのお知らせ 
（若葉区御成台地区にお住まいの方） 

  2025（令和７）年４月１日から水道料金を改定します    

 四街道市水道事業給水条例の一部改正に伴い、令和７年４月１日以降の検針分(※)から 

水道料金を改定します。 

 本市の水道事業は、水需要の減少に伴う収入減少や老朽化した水道管および浄水場施設の

更新などの課題を抱えており、現行の料金水準では財源が不足することから、健全な事業  

運営を継続するために改定を実施するものです。 

改定内容についてご理解をお願いします。なお、今回は下水道使用料の改定はありません。 
 

 

 

 

 
●水道料金に係る料金表を、以下のとおり改定します。 
【水道料金表】（１か月あたり：消費税込み） 

口径 
基本料金（メーター1 個あたり）  

使用水量 
従量料金（1㎥あたり） 

現行料金 改定後 増加額  現行料金 改定後 増加額 

13 ㎜ 330 円 649 円 319 円  1～20㎥ 99.0 円 136.4 円 37.4 円 

20 ㎜ 660 円 979 円 319 円  21～50㎥ 159.5 円 196.9 円 37.4 円 

25 ㎜ 1,100 円 1,419 円 319 円  51～100㎥ 264.0 円 301.4 円 37.4 円 

30 ㎜ 1,980 円 2,310 円 330 円  101㎥以上 341.0 円 378.4 円 37.4 円 

40 ㎜ 4,290 円 4,950 円 660 円      

50 ㎜ 7,590 円 8,690 円 1,100 円      

75 ㎜ 20,020 円 23,100 円 3,080 円      

100 ㎜ 36,300 円 41,800 円 5,500 円      

125 ㎜以上 別に定める 別に定める      

※基本料金は水を使用しなくてもかかる料金です。 

※各月の水道料金は、基本料金と従量料金(１㎥あたりの単価×使用水量)の合計となります。 
 

●改定後の水道料金の計算例 
（２か月分、口径 20 ㎜で 43㎥使用した場合） 

 ２か月に１度の検針のため、使用水量を 22㎥（Ａ）と 21㎥（Ｂ）に分けて計算します。 

（Ａ） 

22㎥／月 

基本料金 979 円 
小計 4,100 円 

従量料金 136.4 円×20㎥＋196.9 円×2㎥＝3,121 円 

（Ｂ） 

21㎥／月 

基本料金 979 円 
小計 3,903 円 

従量料金 136.4 円×20㎥＋196.9 円×1㎥＝2,924 円 

 請求額（Ａ小計 4,100 円 ＋ Ｂ小計 3,903 円）     合計 8,003 円 

  （消費税込み）  

●改定に関する詳細は、四街道市ホームページをご覧ください。 

⇒四街道市ホームページ「2025(令和７)年４月１日から水道料金が変わります」 

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/sumai/suido/fee_rivision.html 

お問い合わせ 四街道市上下水道部経営業務課 ☎043-421-3683（直通） 

(※)「使用水量等のお知らせ」(検針票)の使用期間が令和７年４月１日をまたぐ場合は、  

新旧料金により日割り計算を行います。 


